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地域子ども・子育て支援事業について
対象児童年齢事業の概要事業名

子育て
短期支援
事業

一時
預かり
事業

利用者支援事業
(P51参照)

子育て中の親子や妊産婦等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業
を円滑に利用できるよう、身近な場所で情報収集と提供を行い、必要に応
じ相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡調整を実施する事業です。

0歳～5歳時間外保育事業（延長保育事業） 保育所において、保育の必要性に応じて保育標準時間（11時間）・保育短時間
（8時間）の認定を行い、この保育必要量区分を超えて保育を行う事業です。

小学生放課後児童健全育成事業
（学童保育事業）(P76～P77参照)

就労等により保護者が留守になっている家庭の小学校に就学してい
る児童に対し、放課後、小学校の余裕教室等において適切な遊びや
生活の場を提供することで、児童の健全な育成を図る事業です。

トワイライトステイ事業
(P76参照)

3歳～12歳になった
年の年度末まで

保護者の病気や仕事などの理由により児童の養育が一時的に困難
になった場合に、児童養護施設などにおいて平日の夜間に養育を行
う事業です。

ショートステイ事業
(P76参照)

3歳～12歳になった
年の年度末まで

保護者の病気や出産、育児疲れ等により、家庭での児童の養育が一
時的に困難になった場合に、児童養護施設などにおいて宿泊を伴う
養育を行う事業です。

養育支援訪問事業 養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児・家事等の、
養育能力を向上させるための支援を専門の相談員が実施する事業です。

保育所等における
一時預かり (P66参照)

おおむね0歳～5歳保護者の傷病、冠婚葬祭、育児リフレッシュ等により緊急・一時的に保育を
必要とする場合に、保育所等において一時的に児童を預かる事業です。

幼稚園等における
一時預かり おおむね3歳～5歳保護者の労働等の事由により、幼稚園に在籍している園児を当該

幼稚園の教育時間を超えて保育する事業です。

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業、緊急
サポートセンター事業）(P75参照)

おおむね0歳～
小学6年生

児童の預かりなどの援助を受けることを希望する人（依頼会員）と
援助を行うことを希望する人（提供会員）の相互援助活動に関する
連絡・調整を行う事業です。

妊婦健康診査事業 (P27参照) 妊婦健康診査にかかる費用を一部助成することで、妊婦および胎児等の健
康状態を定期的に把握するとともに、定期的な受診勧奨を促す事業です。

実費徴収に係る補足給付 幼稚園や保育所等で実費徴収される、教育・保育に係る物品の購入費や、
行事への参加費等を保護者の所得状況等を勘案して助成する事業です。

妊婦等包括相談支援事業 妊婦とその配偶者に対して面談等により情報提供や相談等を行い安
心して出産・子育てができる環境を整える事業です。

(P31参照)

病児保育事業 (P74参照)
生後2か月～
小学3年生

こどもが病気になったけれど仕事を休めない時など、医療機関や
保育所併設の施設で、看護師・保育士等がお子さんを一時的に
お預かりする事業です。

0歳～おおむね
3歳未満

地域子育て支援拠点事業
(P58～P61参照)

公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の
交流・育児相談などを行う事業です。

乳児家庭全戸訪問事業
(P31参照)

助産師等が生後4か月までのお子様のいるすべての家庭を訪問して
います。育児の疑問や産後の健康について相談できます。育児の情報
などをお伝えする訪問事業です。

子育て世帯訪問支援事業 家事・育児等に不安や負担を抱える家庭に対して、訪問して支援を実
施することにより、家庭や養育環境を整える事業です。

(P46参照)
親子関係形成支援事業
(子育てトレーニング)

子育てに悩みや不安を抱える保護者が、こどもとの適切な関わり方を
学ぶための事業です。 教育指導課　☎049-224-5483問い合わせ先

入学前の手続きなど

9月中旬～下旬頃、新年度4月に小学校入学予定のお子さんの保護者に、就学時健康診断の通知を
各学校からお送りします。
個別に配慮してほしいことや相談したいことがあれば、事前に学校にご連絡ください。
例えばこんな検査をします。
●歯の検査　●視力検査　●聴力検査　●身体の健康状態の確認（内科・耳鼻科・眼科）

就学時健康診断

学校管理課　☎049-224-6109問い合わせ先

9月下旬頃、新入学児童の保護者へ、新入学通知書を市から郵送します。新入学通知書は、指定され
た学校に提出してください。
※9月1日以降に川越市へ転入される方や市内転居によって、小学校が変更になる方へは、転入・転居
の届け出の際に、市民課、市民センターまたは川越駅西口連絡所の窓口で別途「転入学通知書」を
お渡しします。

新入学通知書

学校管理課　☎049-224-6109問い合わせ先

1月下旬～2月頃、新年度4月に小学校へ入学予定のお子さんの保護者を対象に、各学校で開催し
ます。案内は各学校から送られます。
例えばこんなことが説明されます。
●学校のルール　●入学式について　●入学までに用意しておくもの

新入学者学校説明会

川越市では、お子さん一人ひとりのよりよい学びの場（通常の学級・特別支援学級・特別支援学校）や
個に応じた指導・支援について、相談員と相談したりお子さんの様子を見させていただいたりしなが
ら、就学先等についての相談を行っています。川越市就学支援委員会の意見を参考にしながら、保護
者の方のお考えを最大限考慮し、お子さんの就学先について意向に沿って決定していきます。もし就
学について、ご不安なことがありましたら、教育センター第一分室(リベーラ)までご連絡ください。

就学前の相談について（次年度、小学校に入学予定のお子さん）

教育センター第一分室(リベーラ)　☎049-234-8333問い合わせ先

就学前後のいろいろ

母子に対して保健指導・授乳指導、心身のケアおよび育児サポート等を
行い産後も安心して子育てできる支援体制の確保を行う事業です。 産後1年以内の母子産後ケア事業
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教育財務課　☎049-224-6083問い合わせ先

入学後の手続きなど

経済的理由で公立小中学校への就学が困難なご家庭に対し、学用品費などの一部を援助します。
教育財務課または学校へ申請してください。
●援助を受けられる方
　川越市に住民登録があり、お子さんが公立小中学校に通学している児童・生徒の保護者のうち、
　次のいずれかに該当する方
　＊児童扶養手当を受給中の方　
　＊生活保護が停止または廃止になった方(世帯状況の変更による廃止は除く)
　  ※現在生活保護を受給中の方は申請不要です。
　＊世帯全員の所得額の合計が川越市教育委員会の定める基準額未満の方
　  なお、生活状況により所得の減少等があった場合は、下記までお問い合わせください。

就学援助

学校管理課　☎049-224-6109問い合わせ先

●川越市外から転入する場合・川越市内で転居する場合
　市民課、市民センターまたは川越駅西口連絡所の窓口で転入・転居の手続き
をした際、「転入学通知書」をお渡しします。この「転入学通知書」を持参し、前
の学校で発行された「在学証明書」と「教科書給与証明書」を添えて、指定さ
れた学校で手続きを行ってください。
●川越市外へ転出する場合
　市民課・市民センター・川越駅西口連絡所・マイナポータルで転出の手続
きを済ませ、現在通学している学校に転出する旨を申し出て「在学証明書」
と「教科書給与証明書」を受け取ってください。

転校について

教育センター第一分室（リベーラ）　☎049-234-8333問い合わせ先

障害のあるこどもたちへ

川越市の小学校には、障害のあるお子さんを対象とした学級があります。
特別支援学級は全市立小学校に設置しています。通級指導教室については、設置していない近隣
の学校の児童も入級できます。
●知的障害特別支援学級（32校）
●自閉症・情緒障害特別支援学級（32校）
●通級指導教室
　＊難聴・言語障害通級指導教室（3校）
　＊発達障害・情緒障害通級指導教室（7校）

特別支援学級／通級指導教室

令和8年4月現在

※就学時健康診断や新入学者学校説明会は、学校によって時期や内容が異なります。

年長の夏休み明けに、地元の小学校から健診通知が来た時「もう小学生になるん
だ！」と娘の成長に驚いたのを覚えています。当日は、実際に娘と学校まで歩き、家
からの所要時間や、通学路の危険な場所を確認することができました。我が家では
私立受験を控えていたのでその旨を伝えると「わかりました。頑張ってくださいね！」
と、受付の先生が優しく丁寧に対応して下さり、安心しました。健診中、保護者は別
室で簡単な入学説明を受けました。説明のあとは、個別の質問も対応して頂けま
す。健診前の娘は、幼稚園とはまた違った雰囲気に戸惑っていましたが、周りの友
達と楽しんで健診を受けられたようで、ホッとしました。

小学校入学になる前年の10月頃、就学時健康診断がありました。こどもの健康診
断や、入学に伴うお話を聞くためです。娘は保育園に通っていたのですが、同じ小
学校に行く同級生はおらず一人も知り合いがいないという状況で、親子共、心細さ
を感じながらも健診へ行きました。そこでは、こども達はワイワイしていて、ママ達
の服装もカジュアルな感じ。最初は、自分達だけ知り合いがいないんじゃないかと
不安でしたが、他のママとお話する機会があり「うちも、保育園から1人だけなんで
す」と、なんと同じ境遇の人を発見！保育園話で、盛り上がってしまいました。娘も、
健診中に友達できたよ！と楽しそうに話していました。

就学前体験談

学校管理課　☎049-224-6109問い合わせ先

川越市教育委員会では、お子さんの入学する学校をあらかじめ指定しています。ただし、特別な事情に
より指定された学校の変更を希望する場合は、学校管理課へご相談ください。

指定校の変更など
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教育財務課　☎049-224-6083問い合わせ先

入学後の手続きなど

経済的理由で公立小中学校への就学が困難なご家庭に対し、学用品費などの一部を援助します。
教育財務課または学校へ申請してください。
●援助を受けられる方
　川越市に住民登録があり、お子さんが公立小中学校に通学している児童・生徒の保護者のうち、
　次のいずれかに該当する方
　＊児童扶養手当を受給中の方　
　＊生活保護が停止または廃止になった方(世帯状況の変更による廃止は除く)
　  ※現在生活保護を受給中の方は申請不要です。
　＊世帯全員の所得額の合計が川越市教育委員会の定める基準額未満の方
　  なお、生活状況により所得の減少等があった場合は、下記までお問い合わせください。

就学援助

学校管理課　☎049-224-6109問い合わせ先

●川越市外から転入する場合・川越市内で転居する場合
　市民課、市民センターまたは川越駅西口連絡所の窓口で転入・転居の手続き
をした際、「転入学通知書」をお渡しします。この「転入学通知書」を持参し、前
の学校で発行された「在学証明書」と「教科書給与証明書」を添えて、指定さ
れた学校で手続きを行ってください。
●川越市外へ転出する場合
　市民課・市民センター・川越駅西口連絡所・マイナポータルで転出の手続
きを済ませ、現在通学している学校に転出する旨を申し出て「在学証明書」
と「教科書給与証明書」を受け取ってください。

転校について

教育センター第一分室（リベーラ）　☎049-234-8333問い合わせ先

障害のあるこどもたちへ

川越市の小学校には、障害のあるお子さんを対象とした学級があります。
特別支援学級は全市立小学校に設置しています。通級指導教室については、設置していない近隣
の学校の児童も入級できます。
●知的障害特別支援学級（32校）
●自閉症・情緒障害特別支援学級（32校）
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　＊難聴・言語障害通級指導教室（3校）
　＊発達障害・情緒障害通級指導教室（7校）
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私立受験を控えていたのでその旨を伝えると「わかりました。頑張ってくださいね！」
と、受付の先生が優しく丁寧に対応して下さり、安心しました。健診中、保護者は別
室で簡単な入学説明を受けました。説明のあとは、個別の質問も対応して頂けま
す。健診前の娘は、幼稚園とはまた違った雰囲気に戸惑っていましたが、周りの友
達と楽しんで健診を受けられたようで、ホッとしました。

小学校入学になる前年の10月頃、就学時健康診断がありました。こどもの健康診
断や、入学に伴うお話を聞くためです。娘は保育園に通っていたのですが、同じ小
学校に行く同級生はおらず一人も知り合いがいないという状況で、親子共、心細さ
を感じながらも健診へ行きました。そこでは、こども達はワイワイしていて、ママ達
の服装もカジュアルな感じ。最初は、自分達だけ知り合いがいないんじゃないかと
不安でしたが、他のママとお話する機会があり「うちも、保育園から1人だけなんで
す」と、なんと同じ境遇の人を発見！保育園話で、盛り上がってしまいました。娘も、
健診中に友達できたよ！と楽しそうに話していました。

就学前体験談
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指定校の変更など

就
学
前
後
の

い
ろ
い
ろ

就
学
前
後
の

い
ろ
い
ろ

こえどちゃん　（プラス）12こえどちゃん　（プラス）11

P10 表03



川越市・NPO法人川越子育てネットワーク・株式会社ジチタイアド

就
学
前
後
の

い
ろ
い
ろ

子
ど
も・子
育
て

支
援
新
制
度

ここから先はWEB版のみの情報！ 令和
8年度版

こえどちゃん＋
プラス

表04 表01


